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一 　
Ａ
Ｉ
事
業
者
ガ
イ
ド 

ラ
イ
ン
制
定
の
背
景

　
Ｅ
Ｕ
で
は
２
０
２
４
年
５
月
、 

Ａ

Ｉ
に
特
化
し
た
包
括
的
な
法
規
制

（
Ｅ
Ｕ 

Ａ
Ｉ 

Ａ
ｃ
ｔ
）
が
最
終
合

意
に
達
し
た
が
、
日
本
で
は
、
Ａ
Ｉ

の
規
律
に
対
し
て
は
、か
ね
て
か
ら
、

国
際
的
な
ル
ー
ル
と
の
ハ
ー
モ
ナ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
踏
ま
え
た
、
法
的
拘

束
力
の
な
い
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
ア

プ
ロ
ー
チ
が
採
ら
れ
て
き
た
。
例
え

ば
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
原
則

や
勧
告
の
策
定
と
並
ん
で
、「
人
間

中
心
の
Ａ
Ｉ
社
会
原
則
」（
２
０
１

９
年
）
が
制
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
事

業
者
の
自
由
や
創
意
工
夫
の
余
地
を

確
保
す
べ
き
範
囲
等
を
踏
ま
え
て
、

開
発
の
場
面
（
総
務
省
「
国
際
的
な

議
論
の
た
め
の
Ａ
Ｉ
開
発
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
案
」（
２
０
１
７
年
））
と
利
活

用
の
場
面
（
総
務
省
「
Ａ
Ｉ
利
活
用

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
〜
Ａ
Ｉ
利
活
用
の
た

め
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
リ
フ
ァ
レ
ン

ス
〜
」（
２
０
１
９
年
））
と
区
別
し

て
制
定
さ
れ
て
い
た
り
、Ａ
Ｉ
、ビ
ッ

グ
デ
ー
タ
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
、
５
Ｇ
な
ど
の

サ
イ
バ
ー
空
間
と
フ
ィ
ジ
カ
ル
空
間

と
を
融
合
し
た
社
会
で
あ
る

「Society5.0

」
に
対
応
す
る
観
点

か
ら
、
Ａ
Ｉ
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
確
保
の

た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
経
済
産
業

省
「
Ａ
Ｉ
原
則
実
践
の
た
め
の
ガ
バ

ナ
ン
ス・ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ｖ
ｅ
ｒ
１・

１
」（
２
０
２
２
年
））
が
別
途
策
定

さ
れ
た
り
し
て
い
た
。

　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
原
則
や
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
は
法
的
拘
束
力
を
持
た
な

い
た
め
、
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
に

違
反
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
関
連

す
る
法
令
に
違
反
し
た
り
制
裁
の
対

象
と
な
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
、
名
称
と
し
て
は

同
じ「
指
針
」や「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」で

あ
っ
て
も
、
行
政
処
分
の
適
用
等
に

関
係
が
あ
る
監
督
指
針
等
と
は
性
質

が
異
な
り
、
金
融
業
界
を
は
じ
め
と

す
る
各
業
界
へ
の
浸
透
度
に
は
未
知

数
な
面
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
従
前
か

ら
、
複
数
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
併
存

す
る
こ
と
に
よ
る
わ
か
り
に
く
さ
が

説
か
れ
て
い
た
。加
え
て
、直
近
の
５

年
間
に
お
け
る
生
成
Ａ
Ｉ
に
関
す
る

拡
散
モ
デ
ル
や
Ｌ
Ｌ
Ｍ
技
術
の
非
連

続
的
変
化
に
よ
っ
て
、画
像
、文
章
、

音
声
、
動
画
等
の
新
し
い
コ
ン
テ
ン

ツ
ま
で
生
成
Ａ
Ｉ
の
利
活
用
が
急
速

に
進
む
半
面
、
同
時
に
様
々
な
新
し

く
、
ま
た
、
影
響
も
大
き
い
リ
ス
ク

が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
２
０

２
３
年
５
月
に
開
催
さ
れ
た
Ｇ
７
広

島
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
Ａ
Ｉ
の
ガ
バ
ナ

ン
ス
と
相
互
運
用
性
に
関
す
る
国
際

T
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Ｉ
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融
実
務

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
外
国
法
共
同
事
業  

弁
護
士

弁
護
士
　　
角
田
角
田  

龍
哉
龍
哉



14TOPIC ①No.914（2024年７月号） No.914（2024年７月号）

一 　
企
業
に
お
け
る 

生
成
Ａ
Ｉ
活
用
の
広
が
り

と
リ
ス
ク
の
顕
在
化

１　
生
成
Ａ
Ｉ
活
用
の
広
が
り

　
こ
れ
ま
で
も
、
金
融
機
関
に
お
い

て
不
正
取
引
検
知
や
画
像
認
識
（
Ａ

Ｉ

－

Ｏ
Ｃ
Ｒ
）、
テ
キ
ス
ト
処
理

（
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
、
セ
ン
チ
メ
ン

ト
分
析
、
ニ
ュ
ー
ス
分
析
な
ど
）
と

い
っ
た
用
途
で
Ａ
Ｉ
の
活
用
が
進
め

ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
２
０
２
２

年
11
月
の
Ｃ
ｈ
ａ
ｔ
Ｇ
Ｐ
Ｔ
の
リ

リ
ー
ス
以
来
、急
速
に
「
生
成
Ａ
Ｉ
」

の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、
国

内
外
の
多
く
の
企
業
に
お
い
て
特
に

生
成
Ａ
Ｉ
の
ビ
ジ
ネ
ス
活
用
の
機
運

が
高
ま
っ
て
い
る
。

　
生
成
Ａ
Ｉ
の
認
知
度
、
期
待
度
、

活
用
状
況
な
ど
に
つ
い
て
調
査
を

行
っ
た
、
野
村
総
合
研
究
所
の
「
生

成
Ａ
Ｉ
利
用
に
関
す
る
就
労
者
調
査

（
２
０
２
３
年
10
月
13
日
〜
10
月
16

日
）」
に
よ
る
と
、生
成
Ａ
Ｉ
を
「
確

か
に
知
っ
て
い
る
」
ま
た
は
「
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
」
と
回
答
し
た
人
は

合
計
で
70
・
５
％
に
上
り
、
高
い
認

知
度
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
生
成

Ａ
Ｉ
に
対
し
て
「
期
待
が
大
き
い
」

ま
た
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
期
待

が
大
き
い
」
と
回
答
し
た
人
は
合
計

で
41
・
８
％
と
、「
不
安
が
大
き
い
」

ま
た
は
「
ど
ち
ら
か
い
え
ば
不
安
が

大
き
い
」
と
回
答
し
た
人
の
合
計

（
22
・
８
％
）
を
大
き
く
上
回
っ
て

い
る
。

　
一
方
で
、
実
際
に
「
業
務
で
使
っ

て
い
る
」「
業
務
に
使
え
る
か
ど
う

か
を
、
具
体
的
に
試
し
て
い
る
」、

ま
た
は
「
業
務
に
使
え
る
か
ど
う
か

を
、
検
討
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た

人
は
合
計
で
22
・
５
％
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
。
実
際
に
業
務
で
使
っ
て
い

た
り
検
討
し
た
り
し
て
い
る
割
合
は

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
も
の
の
、
認
知

度
や
期
待
の
高
さ
、
各
企
業
の
動
き

を
踏
ま
え
る
と
今
後
の
生
成
Ａ
Ｉ
の

活
用
は
ま
す
ま
す
進
ん
で
ゆ
く
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　
金
融
業
界
に
お
い
て
も
、
大
手
金

融
機
関
を
中
心
に
生
成
Ａ
Ｉ
の
活
用

の
取
組
み
は
広
が
っ
て
お
り
、
例
え

ば
、
メ
ガ
バ
ン
ク
３
行
で
は
そ
れ
ぞ

れ
事
務
手
続
照
会
や
通
達
の
添
削
、

与
信
稟
議
作
成
、
行
内
規
程
検
索
と

い
っ
た
ユ
ー
ス
ケ
ー
ス
で
生
成
Ａ
Ｉ

を
活
用
検
討
、
推
進
し
て
い
る
。
三

菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
で
は
、
生
成
Ａ
Ｉ
に

よ
っ
て
月
22
万
時
間
以
上
の
業
務
を

削
減
で
き
る
と
見
込
ん
で
お
り
、
削

減
し
た
時
間
を
よ
り
付
加
価
値
の
高

い
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
で
き
る
と
報
道

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
手
不
足
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Ａ
Ｉ
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マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び

テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン（
以
下
、「
マ
ネ
ロ
ン
Ｇ
Ｌ
」

と
い
う
）
の
対
応
完
了
期
限
で
あ
る

２
０
２
４
年
３
月
が
経
過
し
た
。
金

融
庁
は
、
そ
の
直
後
の
４
月
１
日
、

「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
よ
く
あ
る

ご
質
問
」（
以
下
、「
Ｆ
Ａ
Ｑ
」
と
い

う
）
を
改
訂
し
、
翌
２
日
に
公
表
し

た
。

　
今
回
の
改
訂
は
、
マ
ネ
ロ
ン
Ｇ
Ｌ

の
個
々
の
考
え
方
や
対
応
の
具
体
例

を
新
た
に
示
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
金

融
庁
が
、
今
後
（
２
０
２
４
年
４
月

以
降
）、
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
に
お
い

て
金
融
機
関
に
求
め
ら
れ
る
姿
勢
を

示
し
て
い
る
点
で
、
重
要
な
意
味
を

持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
今
回
の
Ｆ
Ａ
Ｑ
改
訂

の
趣
旨
や
金
融
機
関
に
求
め
ら
れ
る

姿
勢
、
ま
た
、
改
訂
の
内
容
に
つ
い

て
整
理
す
る
と
と
も
に
、
今
後
予
想

さ
れ
る
マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
の
行
方
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
提
案
や
意

見
に
わ
た
る
部
分
は
、
筆
者
の
個
人

的
見
解
で
あ
り
、筆
者
が
所
属
す
る・

所
属
し
た
組
織
や
団
体
等
の
見
解
を

示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
お
断
り

す
る
。

一　
Ｆ
Ａ
Ｑ
改
訂
の
趣
旨

１ 　
２
０
２
４
年
３
月
ま
で
の
金

融
庁
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
〜
対
応

完
了
期
限
の
設
定
と「
ル
ー
ル
」

整
備
の
重
視
〜

⑴ 　

マ
ネ
ロ
ン
Ｇ
Ｌ
の
対
応
完
了
期

限
の
設
定

　
金
融
庁
は
、
２
０
２
１
年
４
月
、

マ
ネ
ロ
ン
Ｇ
Ｌ
の
「
対
応
が
求
め
ら

れ
る
事
項
」
に
対
す
る
対
応
完
了
期

限
（
２
０
２
４
年
３
月
）
を
設
け
、

態
勢
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

金
融
機
関
に
対
し
、
各
業
態
団
体
を

通
じ
て
要
請
し
た
（
注
１
）。

　
そ
の
後
、
金
融
庁
は
、
各
事
務
年

度
金
融
行
政
方
針
に
お
い
て
、
マ
ネ

ロ
ン
Ｇ
Ｌ
が
求
め
る
対
応
に
つ
い

て
、
こ
の
対
応
完
了
期
限
ま
で
に
完

了
す
る
よ
う
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行

う
方
針
を
示
し
、金
融
機
関
に
対
し
、

対
応
を
求
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

⑵　
「
ル
ー
ル
」
整
備
の
重
視

　
マ
ネ
ロ
ン
Ｇ
Ｌ
は
、
金
融
機
関
に

お
い
て
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
・
ル
ッ
キ
ン

グ
の
観
点
か
ら
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア

プ
ロ
ー
チ
の
実
施
を
求
め
て
お
り

（
注
２
）、金
融
機
関
に
対
し
、「
ル
ー

ル
」
の
整
備
の
み
を
求
め
る
も
の
で

マ
ネ
ロ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ｆ
Ａ
Ｑ
と
法
人
口
座
の
不
正
利
用
対
策

マ
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イ
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Ａ
Ｑ
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０
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２
０
２
４
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降
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マ
ネ
ロ
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対
策
の
行
方

　
　
　
　

  
〜
「
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ネ
ロ
ン・テ
ロ
資
金
供
与
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策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
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す
る
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く
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質
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〜
「
マ
ネ
ロ
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ロ
資
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供
与
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ガ
イ
ド
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イ
ン
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す
る
よ
く
あ
る
質
問
」
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Ｑ
）
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Ｆ
Ａ
Ｑ
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〜
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〜
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近
時
、
法
人
口
座
を
悪
用
し
た
資

金
移
転
・
マ
ネ
ロ
ン
等
事
案
が
生
じ

て
お
り
、
金
融
庁
が
２
０
２
４
年
４

月
の
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対

策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
よ
く
あ

る
ご
質
問
（
Ｆ
Ａ
Ｑ
）（
以
下
、「
Ｆ

Ａ
Ｑ
」
と
い
う
）
の
改
訂
で
は
法
人

口
座
に
関
連
す
る
事
項
も
定
め
ら
れ

た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
法
人
口

座
に
関
連
す
る
改
訂
Ｆ
Ａ
Ｑ
箇
所
と

金
融
機
関
の
法
人
口
座
の
不
正
利
用

対
策
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
な
お
、
本
稿
の
う
ち
意
見
に
わ
た

る
部
分
は
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ

り
、
筆
者
が
所
属
し
、
ま
た
は
所
属

し
た
こ
と
の
あ
る
組
織
・
団
体
等
の

見
解
で
は
な
い
。

一 　
２
０
２
４
年
Ｆ
Ａ
Ｑ

改
訂

１ 　
２
０
２
４
年
Ｆ
Ａ
Ｑ
改
訂
と

新
た
な
行
動
計
画

　
金
融
庁
は
、２
０
２
１
年
４
月
に
、

各
業
態
団
体
を
通
じ
、マ
ネ
ー・ロ
ー

ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対

策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（
以
下
、

「
Ｇ
Ｌ
」
と
い
う
）
対
応
を
求
め
て

い
る
事
項
に
つ
い
て
、
各
金
融
機
関

が
２
０
２
４
年
３
月
末
ま
で
に
対
応

を
完
了
さ
せ
、
態
勢
を
整
備
す
る
こ

と
等
を
要
請
し
た
。
ま
た
、
２
０
２

１
年
８
月
30
日
に
財
務
省
が
公
表
し

た
「
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
・

拡
散
金
融
対
策
に
関
す
る
行
動
計

画
」
で
も
金
融
機
関
等
に
よ
る
継
続

的
顧
客
管
理
の
完
全
実
施
の
期
限
が

２
０
２
４
年
春
と
さ
れ
た
。

　
今
般
、
前
記
期
限
が
到
来
し
た
と

こ
ろ
、
金
融
庁
は
２
０
２
４
年
４
月

１
日
に
Ｆ
Ａ
Ｑ
を
改
訂
し
、
同
月
２

日
に
公
表
し
た
。改
訂
前
Ｆ
Ａ
Ｑ（
以

下
、「
旧
Ｆ
Ａ
Ｑ
」
と
い
う
）
に
記

載
の
あ
る
基
礎
的
な
態
勢
整
備
を
行

う
た
め
の
形
式
要
件
の
一
部
が
改
め

ら
れ
た
点
が
同
改
訂
の
特
徴
で
あ

り
、
基
礎
的
な
態
勢
整
備
の
完
了
、

対
応
計
画
の
策
定
、
適
切
な
進
捗
管

理
等
を
行
っ
て
い
る
金
融
機
関
な
ど

は
リ
ス
ク
分
析
に
基
づ
く
創
意
工

夫
・
主
体
的
な
対
応
を
よ
り
柔
軟
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
法
人

顧
客
と
の
取
引
に
つ
い
て
は
大
企
業

か
ら
中
小
企
業
ま
で
事
業
規
模
、
業

態
、
取
引
量
、
利
用
サ
ー
ビ
ス
等
に

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
リ
ス
ク

分
析
に
基
づ
く
各
金
融
機
関
の
創
意

工
夫
・
主
体
的
な
対
応
が
発
揮
し
や

す
い
領
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供

与
・
拡
散
金
融
対
策
政
策
会
議
が
同

月
17
日
に
策
定
し
た
「
マ
ネ
ロ
ン
・

テ
ロ
資
金
供
与
・
拡
散
金
融
対
策
に

関
す
る
行
動
計
画
（
２
０
２
４
〜
２

０
２
６
年
度
）」（
以
下
、「
新
行
動

計
画
」
と
い
う
）
で
も
、
行
動
内
容

の
１
つ
に
金
融
機
関
等
の
リ
ス
ク
理

解
を
「
更
に
」
向
上
さ
せ
、
リ
ス
ク

マ
ネ
ロ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ｆ
Ａ
Ｑ
と
法
人
口
座
の
不
正
利
用
対
策

マ
ネ
ロ
ン
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ｆ
Ａ
Ｑ
と
法
人
口
座
の
不
正
利
用
対
策

２　
改
訂
Ｆ
Ａ
Ｑ
と
法
人
口
座
の
不
正
利
用
対
策
の
留
意
点

２　
改
訂
Ｆ
Ａ
Ｑ
と
法
人
口
座
の
不
正
利
用
対
策
の
留
意
点
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